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産業技術総合研究所と下水中の窒素化合物を 

アンモニアに資源化する実証実験の協定を締結します 
 

堺市上下水道局では、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、産総研）と下水の中に含まれる窒素

化合物からアンモニアを回収し、資源として有効活用する技術の実証に関する協定を締結します。 

産総研は、14の国立研究機関、大学、企業が共同で進めるムーンショット型研究開発事業の代表機関として、産

業活動由来の希薄な窒素化合物の循環技術を創出するプロジェクト（以下、窒素循環技術プロジェクト）を進めて

います。 

一方、堺市は、SDGs 未来都市として持続可能な都市の実現に向け取り組んでおり、堺市上下水道局石津水再

生センターを実証実験場所として貸与することで、革新的技術を活用した下水道資源の有効活用を促進します。 

なお、協定の締結を以下のとおり行います。 

 

1 締結先 

産総研（東京都千代田区霞が関一丁目 3 番 1 号） 理事長 石村 和彦 氏 

 

2 協定締結式  

日時 令和 7 年 12 月 22 日（月）午前 10 時 30 分～午前 11 時 

場所 
堺市上下水道局 本庁舎本館 4 階 研修室 

（堺市北区百舌鳥梅北町 1 丁 39 番地 2） 

出席者 
産総研 材料基盤研究部門 首席研究員 川本 徹 氏 

堺 市 上下水道事業管理者     森  功一  

 

3 協定における相互の役割  

<産総研> 

○技術検証の全体管理・計画策定（下水中の窒素化合物をアンモニアに変換・濃縮する技術検証等を主導） 

○検証施設の設計・設置・撤去及び実証実験に対する安全対策や関係者への説明 

<堺市> 

○技術検証に必要な場所として石津水再生センター（堺市西区石津西町 22）内の敷地の一部を貸与し  

下水・処理水を供給 

○検証を円滑に進めるために技術検証の進捗をサポート 

 

 

 



 

4 参考  

（1）窒素循環技術プロジェクト  

本プロジェクトは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が推進する内閣

府「ムーンショット型研究開発制度※」の一環として実施するものです。 

産総研を中心に、窒素汚染の抑制と資源循環の両立をめざし、持続可能な社会の実現に貢献することを

目的に、産業排水や排ガスに含まれる希薄な窒素化合物を資源として再利用する革新的な技術開発の研

究に取り組んでいます。 

家庭や産業から排出される下水には、尿、食品残渣、洗剤等の有機物が含まれており、分解する過程で一

酸化二窒素やアンモニア等の窒素化合物が生成されます。下水に含まれる窒素化合物をアンモニアとして回

収できれば、資源としても非常に有望であり、資源循環と脱炭素の両面から大きな可能性があります。 

窒素循環技術プロジェクトの詳細は、以下のホームページをご確認ください。 

「ムーンショット型研究開発制度 革新的な窒素循環技術」 

https://www.n-cycle.jp/   

※日本発の破壊的イノベーションの創出をめざし、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的

な研究開発を推進する事業です。「ムーンショット」とは、アメリカ航空宇宙局（NASA）による月への有人

宇宙飛行計画になぞらえて命名されました。 

 

（2）窒素化合物を回収し、アンモニアを活用するイメージ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水流入水 液体アンモニア 

アンモニア燃料で船を運航 

電気 

アンモニア混焼による発電 

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：上下水道局 下水道施設部 三宝水再生センター  

電 話：072-232-4958 

フ ァ ッ ク ス：072-232-4957 

 

石津水再生センター 



 

 

ムーンショット型研究開発事業の技術検証に関する協定書 

 

 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「甲」という。）と堺市（以下「乙」という。）は、

第１条に記載する目的を円滑かつ安全に実施するために、次のとおり協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本技術検証は、人為活動に由来する有害な窒素化合物の無害化・資源化（Clean Earth）

を実現するため「革新的な窒素循環技術」の確立をめざすべく、排ガスや廃水中に含まれる窒

素化合物の資源アンモニア化技術の構築を目的とする。 

 

 （内容） 

第２条 本技術検証においては、石津水再生センターに流入する下水を利用し、下水中の窒素化

合物を有価物であるアンモニアに変換・濃縮する一連のプロセス技術（微好気窒素変換、膜濃

縮、吸着等）をパイロットスケールで実証する。 

 

（実施期間） 

第３条 本技術検証の実施期間は、この協定の締結日から令和１２年３月３１日までとする。 

２ 前項の実施期間の変更を希望する場合は、相手方に書面で通知するものとし、相手方の承諾

を得た場合は実施期間を変更できるものとする。 

 

 （フィールド提供） 

第４条 本技術検証に必要な場所は、乙が石津水再生センター内に、その事業に支障のない範囲

で提供するものとする。ただし、石津水再生センター外に必要な場所は、甲が確保するものと

する。 

 

（役割分担） 

第５条 甲を含む第１３条に規定する構成員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 全体管理、計画策定、各種資料作成その他総合調整 

(2) 甲の関係者への説明 

(3) 検証施設の計画、設計、製作、安全対策及び設置 

(4) 前項で設置した検証施設等の撤去及び復旧 

(5) 下水中の窒素化合物をアンモニアに変換・濃縮する技術検証 

(6) 議事録の作成 

(7) その他、本技術検証を効果的に実施するために必要な事項 

 

２ 乙の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 技術検証に必要な乙が所有する図面及びデータの提供 

 (2) 技術検証に必要となる現場（石津水再生センター内）の提供 

 (3) 技術検証に必要となる下水、処理水及び余剰汚泥の提供 

 (4) 乙の関係者への説明 

 (5) 下水処理に関する調整 

 (6) その他、本技術検証を効果的に実施するために必要な事項 

 

 

 



 

 

（費用負担） 

第６条 前条の役割分担作業に要する費用は、甲乙それぞれが負担するものとする。 

２ 本技術検証に必要な光熱費等の経費は、甲の負担とする。 

 

 （施設設置） 

第７条 本技術検証に必要な施設は、甲の負担で設置するものとし、設置の際に安全対策として

撤去が必要となる乙の施設については、乙の許可のもと甲の負担で撤去するものとする。 

 

 （施設撤去） 

第８条 設置した施設等は、実施期間内に、乙の指示のもと甲の負担で撤去及び復旧するものと

する。 

 

（会議） 

第９条 会議に関する詳細な運営方法は、甲乙協議の上、取り決めるものとする。 

 

（情報提供） 

第１０条 甲乙それぞれが保有し、かつ、本技術検証の遂行に必要な資料、情報などは、相互に

開示する。ただし、第三者との契約等により秘密保持義務を負っているものはこの限りではな

い。 

 

（技術検証作業） 

第１１条 甲は、本技術検証を遂行するにあたり、一部の作業を、甲の責任において第三者に作

業させることができるものとする。 

 

（責任分担） 

第１２条 甲は、本技術検証の遂行にあたり、乙又は第三者に損害を与えた時は、その復旧及び

賠償に全責任を負わなければならない。 

２ 復旧及び賠償の責任分担の詳細については、別途、覚書を作成し定めるものとする。 

 

 （研究体の構成員） 

第１３条 甲を代表とするムーンショット型研究開発産業活動由来の希薄な窒素化合物の循環技

術創出研究体の構成員は、下表の通りとする。 

    

番号 名 称 住 所 

１ 
国立研究開発法人 

産業技術総合研究所 
東京都千代田区霞が関一丁目３番１号 

２ 国立大学法人 東京農工大学 東京都府中市晴見町三丁目８番地の１ 

３ 国立大学法人 神戸大学 兵庫県神戸市灘区六甲台町１番１号 

４ 国立大学法人 大阪大学 大阪府吹田市山田丘２番１号 

５ 国立大学法人 山口大学 山口県山口市吉田１６７７番地１ 

６ ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 山口県防府市協和町１番１号 

７ 東洋紡エムシー株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号 

８ 株式会社フソウ 東京都中央区日本橋室町二丁目３番１号 

 

 

 

 



 

 

（秘密保持） 

第１４条 甲及び乙は、本技術検証に関連して相手方から開示された情報であって、開示の際に

秘密である旨が明確に指定されたもの（以下、「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面

による承諾を得ることなく、第三者に開示し、若しくは漏洩し、又は本協定に定める目的以外

の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 

(1) 相手方から開示される前から既に保有していたもの 

(2) 相手方から開示される前から既に公知のもの 

(3) 相手方から開示された後に、自己の責によらず公知になったもの 

(4) 第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に入手したもの 

(5) 自ら独自に開発したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本技術検証の遂行に必要な限度において、自己が分

担する作業を請け負わせる第三者に対し、相手方の秘密情報を開示することができるものとす

る。この場合、当該第三者に前項に定める義務と同等の秘密保持義務を遵守させるものとする。 

 

（協議事項） 

第１５条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める

ものとする。 

 

この協定書の成立を証するため、本書２通を作成し、甲と乙とが記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲  住 所 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号  

名 称 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

代表者 理事長 石村 和彦            印 

 

 

乙  住 所 堺市北区百舌鳥梅北町１丁３９番地２ 

名 称 堺 市 

代表者 堺市上下水道事業管理者 森 功一     印 

 

 

 


